
�愛媛県選挙管理委員会告示第５３号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙長及びその職務代理者を次のとおり選任した。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである

。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

３９，５０８，０００円

�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙会の場所及び日時を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 場所 愛媛県庁

２ 日時 平成１６年７月１４日 午前１０時

�愛媛県選挙管理委員会告示第５６号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におい

て、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第５

項の規定によりポスター掲示場にポスターの掲示を開始する

ことができる日を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

平成１６年６月２４日

�愛媛県選挙管理委員会告示第５７号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る候補者の政見放送の放送順序を定めるくじを行う場所及び

日時を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 場所 愛媛県庁

２ 日時 平成１６年６月２４日 午後６時３０分

�愛媛県選挙管理委員会告示第５８号
平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙長の告示は、愛媛県報に登載して行う。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙長の事務は、愛媛県庁において取り扱う。

平成１６年６月２４日

参議院選挙区選出議員愛媛県選挙区

選挙長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ
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る選挙会の参観人の数は、１０人に制限する。

平成１６年６月２４日

参議院選挙区選出議員愛媛県選挙区

選挙長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院選挙区選出議員選挙におけ

る選挙立会人につき、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第７６条において準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定

によるくじを行う場所及び日時を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

参議院選挙区選出議員愛媛県選挙区

選挙長 藤 山 薫

１ 場所 愛媛県庁

２ 日時 平成１６年７月９日 午前１０時

�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙分会長及びその職務代理者を次のとおり選任した。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第６０号
平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙分会の場所及び日時を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 場所 愛媛県庁

２ 日時 平成１６年７月１４日 午前１０時３０分

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙分会長の告示は、愛媛県報に登載して行う。

平成１６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙分会長の事務は、愛媛県庁において取り扱う。

平成１６年６月２４日

参議院比例代表選出議員選挙

愛媛県選挙分会長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙分会の参観人の数は、１０人に制限する。

平成１６年６月２４日

参議院比例代表選出議員選挙

愛媛県選挙分会長 藤 山 薫

�告 示

平成１６年７月１１日執行の参議院比例代表選出議員選挙にお

ける選挙立会人につき、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号

）第７６条において準用する同法第６２条第２項及び第４項の規

定によるくじを行う場所及び日時を次のとおり定める。

平成１６年６月２４日

参議院比例代表選出議員選挙

愛媛県選挙分会長 藤 山 薫

１ 場所 愛媛県庁

２ 日時 平成１６年７月９日 午前１０時１０分
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